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東日本大震災の復興支援に向けた「みやぎ応援ファンド」の創設について 

－本格化する復興資金需要に 200 億円の事業融資枠を設定－ 
 
株式会社仙台銀行（本店 仙台市 頭取 三井精一）は、今後、東日本大震災からの復興

に向けて大口資金需要（設備投資、運転資金）も本格化することから、新たに復興支援専用

の事業融資枠 200 億円「みやぎ応援ファンド」を創設し、積極的に地元企業を応援してまい

りますのでお知らせいたします。 
当行は、今後も大震災で被災されたお取引先の幅広い復興資金ニーズに対応するため、  

融資商品のラインナップの充実と円滑な資金供給に積極的に取り組んでまいります。 
 

記 
 
１．「みやぎ応援ファンド」の特長  

（１）被災された工場施設・事業施設等の再建・再取得、本格的な事業再開に向けた運転

資金など、復興資金需要に対応するファンド（総額 200 億円）です。  
（２）設備資金については、復興期間を踏まえて 2 年間の据置期間を設け、最長 15 年の

長期期間でのご利用が可能となります。  
（３）本ファンドは、震災で直接被害を受けられた事業者のほか、震災復興事業に携わる

事業者もご利用ができるなど、より幅広い分野での復興を支援してまいります。 
 
２．「みやぎ応援ファンド」の商品概要 
 

名 称 みやぎ応援ファンド 
総 額 200 億円 
取 扱 期 間 平成 24 年 1 月 4 日（水） ～ 平成 27 年 3 月 31 日（火） 
ご 利 用 者 当行所定の基準を満たす被災企業等で、震災復興等に取り組む事業者（法個人）

お 使 い み ち 東日本大震災にかかる復旧・復興等資金（運転資金・設備資金） 
融資等の形態 手形貸付、証書貸付、私募債 
ご 融 資 金 額 ご相談に応じて対応いたします 
ご 融 資 利 率 審査結果に応じた当行所定の利率となります 
ご 融 資 期 間 運転資金 原則 1 年以上 10 年以内（据置期間 1 年含む） 

設備資金 原則 1 年以上 15 年以内（据置期間 2 年含む） 
そ の 他 ・ファンド総額に達した場合、取扱期間にかかわらず終了いたします 

・審査結果により、ご希望に添えない場合がございます 
 
 

＜本件に関するお問い合せ先＞ 
地元企業応援部企画室 木村、千葉   電話番号 022-225-8310 
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